
    

    

検査料等の点数の取扱いについて検査料等の点数の取扱いについて検査料等の点数の取扱いについて検査料等の点数の取扱いについて    

（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知        

平成平成平成平成 26262626 年年年年 12121212 月月月月 26262626 日付け保医発日付け保医発日付け保医発日付け保医発 1226122612261226 第第第第 1111 号）号）号）号）    

 

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成 26年 3月 5  

日付け保医発 0305 第 3号）の一部を下記のとおり改正 

                           （平成27年1月1日から適用） 

記 

 

１ 別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ２１５－２肝硬度測定を次のように改める。 

 （１） 肝硬度測定は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的、効能又は効果として、肝臓の硬さ 

    について、非侵襲的に計測するものとして薬事法上の承認を得ているものを使用し、肝硬変の患 

    者（肝硬変が疑われる患者を含む。）に対し、肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場合に、原則とし 

    て３月に１回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から３月に２回以上算定する場合には、 

    診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。 

 （２） Ｍａc－２結合蛋白（Ｍ２ＢＰ）糖鎖修飾異性体 

    ア Ｍａc－２結合蛋白（Ｍ２ＢＰ）糖鎖修飾異性体は、区分番号「Ｄ２１５－２」肝硬度測定の 

     所定点数に準じて算定する。 

    イ 本検査は、２ステップサンドイッチ法を用いた化学発光酵素免疫測定法により、慢性肝炎又 

     は肝硬変の患者（疑われる患者を含む。）に対して、肝臓の線維化進展の診断補助を目的に実施 

     した場合に算定する。 

    ウ 本検査と区分番号「Ｄ００７」血液化学検査「38」のプロコラーゲン－Ⅲ－ペプチド（Ｐ－ 

     Ⅲ－Ｐ）若しくはⅣ型コラーゲン、同区分「40」のⅣ型コラーゲン・７Ｓ、同区分「43」のヒ 

     アルロン酸又は同区分「51」のプロリルヒドロキシラーゼ（ＰＨ）を併せて実施した場合は、

主たるもののみ算定する。 

２ 別添１第２章第 13 部第１節Ｎ００２免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製の（７）を（８）、（６） 

 を（７）とし、（５）の次に次のように加える。 

 （６） ＣＤ３０ 

    ア ＣＤ３０は、区分番号「Ｎ００２」免疫染色（免疫抗体法）病理組織標本作製「６」その他 

     （１臓器につき）の所定点数に準じて算定する。 

    イ 本標本作製は、ＨＱ リンカーを用いた免疫組織化学染色法により、悪性リンパ腫の診断補助 

     を目的に実施した場合に算定する。 

 



（参考：新旧対照表） 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（平成 26 年 3月 5 日付け保医発 0305 第 3 号） 

改 正 後 現  行 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

 第３部 検査 

 

Ｄ２１５－２ 肝硬度測定 

 （1） 肝硬度測定は、汎用超音波画像診断

装置のうち、使用目的、効能又は効果と

して、肝臓の硬さについて、非侵襲的に

計測するものとして薬事法上の承認を

得ているものを使用し、肝硬変の患者

（肝硬変が疑われる患者を含む。）に対

し、肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場

合に、原則として３月に１回に限り算定

する。ただし、医学的な必要性から３月

に２回以上算定する場合には、診療報酬

明細書の摘要欄にその理由及び医学的

根拠を詳細に記載すること。 

 （２） Ｍａc－２結合蛋白（Ｍ２ＢＰ）糖

鎖修飾異性体 

   ア Ｍａc－２結合蛋白（Ｍ２ＢＰ）糖

鎖修飾異性体は、区分番号「Ｄ２１５

－２」肝硬度測定の所定点数に準じて

算定する。 

   イ 本検査は、２ステップサンドイッチ

法を用いた化学発光酵素免疫測定法

により、慢性肝炎又は肝硬変の患者

（疑われる患者を含む。）に対して、

肝臓の線維化進展の診断補助を目的

に実施した場合に算定する。 

 

 

    

 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第３部 検査 

 

Ｄ２１５－２ 肝硬度測定 

汎用超音波画像診断装置のうち、使用目

的、効能又は効果として、肝臓の硬さについ

て、非侵襲的に計測するものとして薬事法上

の承認を得ているものを使用し、肝硬変の患

者（肝硬変が疑われる患者を含む。）に対し、

肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場合に、原

則として３月に１回に限り算定する。ただ

し、医学的な必要性から３月に２回以上算定

する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にそ

の理由及び医学的根拠を詳細に記載するこ

と。 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ウ 本検査と区分番号「Ｄ００７」血液

化学検査「38」のプロコラーゲン－Ⅲ

－ペプチド（Ｐ－Ⅲ－Ｐ）若しくはⅣ

型コラーゲン、同区分「40」のⅣ型コ

ラーゲン・７Ｓ、同区分「43」のヒア

ルロン酸又は同区分「51」のプロリル

ヒドロキシラーゼ（ＰＨ）を併せて実

施した場合は、主たるもののみ算定す

る。 

 

 第 13 部 病理診断 

 

Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病理組織   

     標本作製 

 （１）～（５） 略 

 （６）  ＣＤ３０ 

    ア ＣＤ３０は、区分番号「Ｎ００２」

免疫染色（免疫抗体法）病理組織標

本作製「６」その他（１臓器につき）

の所定点数に準じて算定する。 

    イ 本標本作製は、ＨＱ リンカーを

用いた免疫組織化学染色法により、

悪性リンパ腫の診断補助を目的に

実施した場合に算定する。 

 （７）～（８） 略 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第 13 部 病理診断 

 

Ｎ００２ 免疫染色（免疫抗体法）病理組織   

     標本作製 

（１）～（５） 略 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）～（７） 略 

 

 

 

（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知（厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官より通知        

平成平成平成平成 27272727 年年年年 1111 月月月月 30303030 日付け保医発日付け保医発日付け保医発日付け保医発 0130013001300130 第第第第 1111 号）号）号）号）    

 

 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成 26年 3月 5  

  日付け保医発 0305 第 3 号）の一部を下記のとおり改正                        

（平成 27 年 2 月 1 日から適用） 

 

 

 

 



記 

 

１ 別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ０１４自己抗体検査の（24）を（25）とし、（19）から（23）を（20）

から（24）とし、（18）の次に次のように加える。 

（19） ＩｇＧ
２

 

ア ＩｇＧ
２

は、区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査「29」ＩｇＧ
４

の所定点数に準じて算定する。 

イ 本検査は、ネフェロメトリー法による。 

ウ 本検査は、原発性免疫不全等を疑う場合に算定する。なお、本検査を算定するに当たっては、

その理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 

 

２ 別添１第２章第 13 部第１節Ｎ００５－２ＡＬＫ融合遺伝子標本作製を次のように改める。 

（１） ＡＬＫ融合遺伝子標本作製は、ＡＬＫ阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、ＦＩ

ＳＨ法により遺伝子標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に１回を限度

として算定する。 

（２） ＢＲＡＦ Ｖ６００ 

ア ＢＲＡＦ Ｖ６００は、区分番号「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融合遺伝子標本作製の所定点数に準

じて算定する。 

イ 本検査は、根治切除不能な悪性黒色腫患者に対して、ＢＲＡＦ阻害剤の投与の適応を判断する

ことを目的として、リアルタイムＰＣＲ法により行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定まで

の間に１回を限度として算定する。 

 

（参考：新旧対照表） 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 

（平成26年3月5日付け保医発0305第 3号） 

改 正 後 現  行 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

 

Ｄ０１４ 自己抗体検査 

（１）～（18） 略 

（19）  ＩｇＧ
２ 

  ア ＩｇＧ
２

は、区分番号「Ｄ０１ 

   ４」自己抗体検査「29」ＩｇＧ
４ 

     の所定点数に準じて算定する。 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第２章 特掲診療料 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

 

Ｄ０１４ 自己抗体検査 

（１）～（18） 略 

  新設 

 

 

 



    イ 本検査は、ネフェロメトリー法に

よる。 

    ウ 本検査は、原発性免疫不全等を疑

う場合に算定する。なお、本検査を

算定するに当たっては、その理由及

び医学的根拠を診療報酬明細書の

摘要欄に記載すること。 

（20）～（25） 略 

 

第 13 部 病理診断 

第１節 病理標本作製料 

 

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 

（１）ＡＬＫ融合遺伝子標本作製は、ＡＬ

Ｋ阻害剤の投与の適応を判断するこ

とを目的として、ＦＩＳＨ法により遺

伝子標本作製を行った場合に、当該薬

剤の投与方針の決定までの間に１回

を限度として算定する。 

（２） ＢＲＡＦ Ｖ６００ 

  ア ＢＲＡＦ Ｖ６００は、区分番 

号「Ｎ００５－２」ＡＬＫ融合遺伝

子標本作製の所定点数に準じて算

定する。 

  イ 本検査は、根治切除不能な悪性黒

色腫患者に対して、ＢＲＡＦ阻害剤

の投与の適応を判断することを目

的として、リアルタイムＰＣＲ法に

より行った場合に、当該薬剤の投与

方針の決定までの間に１回を限度

として算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

（19）～（24） 略 

 

第 13 部 病理診断 

第１節 病理標本作製料 

 

Ｎ００５－２ ＡＬＫ融合遺伝子標本作製 

ＡＬＫ融合遺伝子標本作製は、ＡＬＫ阻害

剤の投与の適応を判断することを目的とし

て、ＦＩＳＨ法により遺伝子標本作製を行っ

た場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの

間に１回を限度として算定する。 

 

新設 

 



平成　 26 年 12 月審査分・審査支払状況

（１）　国民健康保険 （２）　退職者医療

国　民　健　康　保　険 退　職　者　医　療

　区　　　分 日　数 平均点数 日　数 平均点数

決定件数 決定点数 決定件数 決定点数

(処方箋枚数) （１件当たり） (処方箋枚数) （１件当たり）

件 日 点 点 件 日 点 点

入　院 27,911 422,575 1,493,339,376 53,503.61 952 13,093 53,246,529 55,931.23

　医　科
件 日 点 点 件 日 点 点

入院外 1,083,645 1,681,141 1,463,119,125 1,350.18 40,485 62,567 62,230,596 1,537.13

件 日 点 点 件 日 点 点

入　院 154 1,275 5,516,288 35,820.05 6 34 177,654 29,609.00

　歯　科 件 日 点 点 件 日 点 点

入院外 273,475 515,007 332,800,241 1,216.93 11,285 20,987 13,226,640 1,172.05

件 枚 点 点 件 枚 点 点

　調　　　剤 699,899 842,170 794,332,291 1,134.92 25,843 30,617 30,857,883 1,194.05

件 日 円 円 件 日 円 円

　訪 問 看 護 1,818 11,085 121,444,910 66,801.38 69 461 4,849,600 70,284.06

件 円 件 円

　支 払 総 額 2,086,902 30,229,329,034 78,640 1,122,694,828

（３）　後期高齢者医療

　区　　　分 日　数 平均点数

決定件数 決定点数

(処方箋枚数) （１件当たり）

件 日 点 点

入　院 36,670 615,297 1,935,237,031 52,774.39

　医　科

件 日 点 点

入院外 786,943 1,373,339 1,215,748,509 1,544.90

件 日 点 点

入　院 82 660 2,752,403 33,565.89

　歯　科 件 日 点 点

入院外 129,939 254,131 171,250,725 1,317.93

件 枚 点 点

　調　　　剤 538,101 687,630 789,552,504 1,467.29

件 日 円 円

　訪 問 看 護 1,685 11,915 130,502,520 77,449.57

件 円

　支 払 総 額 1,493,420 36,977,368,731

平成　 27 年 1 月審査分・審査支払状況

（１）　国民健康保険 （２）　退職者医療

国　民　健　康　保　険 退　職　者　医　療

　区　　　分 日　数 平均点数 日　数 平均点数

決定件数 決定点数 決定件数 決定点数

(処方箋枚数) （１件当たり） (処方箋枚数) （１件当たり）

件 日 点 点 件 日 点 点

入　院 27,384 425,291 1,505,703,807 54,984.80 960 13,438 54,442,712 56,711.16

　医　科
件 日 点 点 件 日 点 点

入院外 1,165,303 1,823,746 1,589,717,491 1,364.21 42,889 66,656 65,362,259 1,523.99

件 日 点 点 件 日 点 点

入　院 127 1,023 4,915,604 38,705.54 8 90 444,230 55,528.75

　歯　科 件 日 点 点 件 日 点 点

入院外 282,132 533,099 348,890,133 1,236.62 11,518 21,606 13,945,291 1,210.74

件 枚 点 点 件 枚 点 点

　調　　　剤 767,774 942,808 920,181,896 1,198.51 27,900 33,583 35,597,668 1,275.90

件 日 円 円 件 日 円 円

　訪 問 看 護 1,819 11,850 127,979,020 70,356.80 67 489 5,133,110 76,613.58

件 円 件 円

　支 払 総 額 2,244,539 32,306,431,799 83,342 1,190,832,603

（３）　後期高齢者医療

　区　　　分 日　数 平均点数

決定件数 決定点数

(処方箋枚数) （１件当たり）

件 日 点 点

入　院 38,368 647,522 2,062,981,792 53,768.29

　医　科

件 日 点 点

入院外 830,814 1,464,303 1,299,761,730 1,564.44

件 日 点 点

入　院 80 707 2,843,312 35,541.40

　歯　科 件 日 点 点

入院外 135,211 267,343 180,054,537 1,331.66

件 枚 点 点

　調　　　剤 578,810 756,392 909,109,821 1,570.65

件 日 円 円

　訪 問 看 護 1,724 12,951 140,497,880 81,495.29

件 円

　支 払 総 額 1,585,007 39,843,680,980

後 期 高 齢 者 医 療

後 期 高 齢 者 医 療

◎お願い◎◎お願い◎◎お願い◎◎お願い◎

診療報酬請求書等の受付について診療報酬請求書等の受付について診療報酬請求書等の受付について診療報酬請求書等の受付について

５月の診療報酬請求書等の受付締切日は、５月の診療報酬請求書等の受付締切日は、５月の診療報酬請求書等の受付締切日は、５月の診療報酬請求書等の受付締切日は、10日（日）です。日（日）です。日（日）です。日（日）です。

（日曜日ですが開館し、９時から（日曜日ですが開館し、９時から（日曜日ですが開館し、９時から（日曜日ですが開館し、９時から17時まで受付業務を行っております。）時まで受付業務を行っております。）時まで受付業務を行っております。）時まで受付業務を行っております。）

９日（土）は閉館しておりますのでご注意ください。

なお、特定健診・特定保健指導の請求は、７日（木）７日（木）７日（木）７日（木）が受付締切日となりま

す。請求にあたっては一般診療報酬とは別封筒別封筒別封筒別封筒で、事業課宛事業課宛事業課宛事業課宛にお願いしま

す。

編集・発行人

発 行
発 行 所

発行責任者
編集責任者
印 刷 所

平成27年3月13日
千葉市稲毛区天台6丁目4番3号
千葉県国⺠健康保険団体連合会
電話 (043)254-7174
鈴木 善八
杉田 さと子
㈱ さくら印刷



千葉県国民健康保険、保険者番号並びに被保険者証の記号・番号一覧表

 （平成27年4月1日現在）

記　号 番　　号

有効期限

（平　成）

記　号 番　　号

有効期限

（平　成）

千 葉 市 酒 々 井 町 120550 酒○○ ４桁 27年7月31日

中 央 区 124016 31 八 街 市 120568 56 ４桁～５桁 27年9月30日 【結核10割】

花見川区 124024 32 富 里 市 120576 里 ６桁－１桁 27年9月30日

稲 毛 区 124032 33 白 井 市 120592 井 ６桁 27年7月31日

若 葉 区 124040 34 印 西 市 120600 印 ６桁 27年7月31日

緑  　区 124057 35 栄 町 120626 栄 ６桁 28年3月31日

美 浜 区 124065 36 神 崎 町 120642 64 ７桁 27年7月31日

銚 子 市 120022 銚 ３桁～６桁 28年3月31日 多 古 町 120691 多 ５桁 27年9月30日

市 川 市 120030 市 ７桁 27年7月31日 東 庄 町 120717 71 ７桁 27年7月31日

船 橋 市 120048 船 ２桁～７桁 27年7月31日 大網白里市 120766 76 ６桁 27年7月31日

館 山 市 120055 05 ８桁 27年7月31日 九十九里町 120774 77 ６桁 27年7月31日

木 更 津 市 120063 06 ７桁 27年7月31日 芝 山 町 120832 83 ６桁 27年7月31日

松 戸 市 120071 松 １桁～７桁－１桁 27年7月31日 一 宮 町 120840 84 ８桁 27年7月31日

野 田 市 120089 野田 ８桁 27年7月31日 睦 沢 町 120857 睦 ６桁 27年7月31日

茂 原 市 120105 茂 ６桁 27年7月31日 長 生 村 120865 86 ８桁 27年7月31日

成 田 市 120113 成田 ６桁 27年7月31日 白 子 町 120873 87 ８桁 27年7月31日

佐 倉 市 120121 倉 ６桁－１桁 27年7月31日 長 柄 町 120881 88 ８桁 27年7月31日

東 金 市 120139 13 ６桁 27年7月31日 長 南 町 120899 89 ８桁 27年7月31日

習 志 野 市 120162 16 ８桁 27年7月31日 大 多 喜 町 120907 90 ８桁 27年7月31日

柏 市 120170 柏 ６桁 27年7月31日 御 宿 町 120923 御 ７桁 27年7月31日

勝 浦 市 120188 18 ８桁 27年7月31日 鋸 南 町 120972 97 ６桁 28年3月31日

市 原 市 120196 市原 ７桁 27年7月31日 袖 ケ 浦 市 121046 袖 ７桁 27年7月31日

流 山 市 120204 流 ６桁 27年7月31日 横 芝 光 町 121053 横芝光 ６桁 27年7月31日

八 千 代 市 120212 21 ７桁 27年7月31日
 第1種組合員

我 孫 子 市 120220 我０～我９ ８桁 28年7月31日 県 医 師 千医国01～
1桁～3桁 

鴨 川 市 120238 23 ８桁 28年3月31日 国 保 組 合 千医国23
 第2種組合員

鎌 ケ 谷 市 120246 鎌 ６桁 27年7月31日
1桁～3桁―2桁～3桁

君 津 市 120253 君津 ２桁～８桁 27年7月31日 千歯国01～
 第1種組合員

富 津 市 120261 富津 ５桁 27年7月31日 県歯科医師 千歯国10
1桁～3桁

旭 市 120279 27 ８桁 28年3月31日 国 保 組 合 千歯国12～
 第2種組合員

い す み 市 120410 41 ６桁 27年7月31日 千歯国22
1桁～3桁―1桁～3桁

匝 瑳 市 120428 42 ７桁 28年3月31日 県 薬 剤 師

南 房 総 市 120436 43 ７桁 28年7月31日 国 保 組 合

香 取 市 120444 香 ８桁 27年7月31日

山 武 市 120451 45 ６桁 27年7月31日

浦 安 市 120519 浦 ２桁～７桁 27年7月31日

四 街 道 市 120543 54 ８桁 27年7月31日

38 8桁 27年9月30日123034

29年3月31日123026

保 険 者 名 保険者番号

被　保　険　者　証

法定外の給付

※

毎

月

、

被

保

険

者

証

の

確

認

を

お

願

い

し

ま

す

。

※　当該一覧表は、平成27年4月1日現在の調査により作成したものです。※　当該一覧表は、平成27年4月1日現在の調査により作成したものです。※　当該一覧表は、平成27年4月1日現在の調査により作成したものです。※　当該一覧表は、平成27年4月1日現在の調査により作成したものです。

    被保険者証の切替時（有効期限を参照）には表記より記号・番号（桁    被保険者証の切替時（有効期限を参照）には表記より記号・番号（桁    被保険者証の切替時（有効期限を参照）には表記より記号・番号（桁    被保険者証の切替時（有効期限を参照）には表記より記号・番号（桁

　数等）が変更になる場合もあります。　数等）が変更になる場合もあります。　数等）が変更になる場合もあります。　数等）が変更になる場合もあります。

　　毎月の被保険者証の提示喚起及び確認をお願いいたします。　　毎月の被保険者証の提示喚起及び確認をお願いいたします。　　毎月の被保険者証の提示喚起及び確認をお願いいたします。　　毎月の被保険者証の提示喚起及び確認をお願いいたします。

29年3月31日123018

資料資料資料資料

保険者名 保険者番号

被　保　険　者　証

法定外の給付

１桁～７桁

27年7月31日


